
令和７年度１２月補正予算（第４号）事業概要調書 

 

１ 事 業 名 物流事業者経営強化支援事業 

２ 予 算 額 １００，０００千円 ３ 担当課 
経済商工観光部商工金融課 

（TEL:022-211-2746） 

４ 事 業 概 要  

 （１）目的 

  燃料費高騰により、厳しい経営状況に置かれている県内中小貨物運送事業者に対し

て、事業環境変化に対応できる経営基盤強化のための取組を支援することにより、県内

物流機能の維持を図る。 

 

（２）背景・経緯 

  いわゆる２０２４年問題により、運送事業者の人員確保や効率化対応のコスト増が生

じている現状にあることから、事業環境変化に対応できる経営基盤強化を支援する必要

がある。 

 

（３）事業内容 

  物流事業者が行う、経営基盤強化に資する以下の事業に補助を行う。 

  ① 貨物自動車運送事業者が行う人材確保に関する事業 

  ② 貨物自動車運送事業者が行う業務の効率化や生産性向上に関する事業 

  ③ 倉庫事業者又は荷主が行う貨物運送事業者の生産性向上に関する事業 

 

（４）補助の内容 

 ○補助対象者 

宮城県内に事業所を有する中小・小規模事業者（みなし大企業を除く。）で、以下に

該当する者 

 ・貨物運送事業者（一般貨物自動車運送事業又は特定貨物運送事業の許可を受けて

いる者若しくは貨物軽自動車運送事業の届出を行っている者） 

 ・倉庫業者（倉庫業登録を受けている者） 

 ・荷主（運送事業者により県内から貨物を発送する者又は輸送された貨物を県内で

受け取る者） 

○補助対象経費 

 システム構築費、備品購入費、委託費、専門家謝金、研修受講料 など 

○補助率及び上限額 

 補助率１／２以内、補助上限額３００万円 

 

資料６



令和７年度１２月補正予算（第４号） 事業概要調書 

１ 事 業 名 運送事業者原油高騰緊急支援事業 

２ 予 算 額 １，３４５，０００千円 ３ 担当課 
経済商工観光部 商工金融課 

（ＴＥＬ：211-2746）              

４ 事 業 概 要  

 （１）目的 

燃料費高騰により、厳しい経営状況に置かれている県内中小貨物運送事業者に対し

て、保有台数に応じた助成を行うことにより、県内物流機能の維持を図るもの。 

 

（２）背景・経緯 

燃料費高騰に対しては、令和４年度から支援を行ってきたが、燃料費は依然高止まり

しており、中小運送事業者は厳しい経営状況に置かれていることから、経営の安定化に

向けた支援を行う必要がある。 

 

（３）事業内容 

・補助対象者 

宮城県内に事業所を有する一般貨物運送事業者、特定貨物運送事業者及び貨物軽自

動車運送事業者であって、運輸業を主たる事業とする中小企業者。（みなし大企業を

除く。） 

・補助対象車両 

① 補助対象者が、事業のために使用していること。 

② 宮城運輸支局又は軽自動車検査協会宮城主管事務所から交付された自動車登録番

号標（ナンバープレート）を表示した車両であること。 

③ 用途が貨物であるもの。 

④ 事業用であるもの。 

※電気を動力源とし内燃機関を有しないもの及び二輪自動車、被牽引自動車を除く。 

 

・補助単価（一台当たり）    基本額（加算額（※）） （参考 R6.12補正（第 5弾）） 

小型・軽以外（普通・牽引） 60,000円（30,000円） 30,000円（15,000円） 

小型            40,000円（20,000円） 20,000円（10,000円） 

軽             20,000円（10,000円） 10,000円（ 5,000円） 

※長距離貨物運送車両に対する加算（１運行当たりの走行距離 450km以上） 

・スケジュール   

令和７年１月～   募集開始 

    ２月～３月 交付決定 

 

 
 



令和７年度１２月補正予算（第４号） 事業概要調書 

 

１ 事 業 名 倉庫事業者エネルギー価格高騰緊急支援事業 

２ 予 算 額 ２８２，０００千円 ３ 担当課 
経済商工観光部 商工金融課 

（ＴＥＬ：211-2746）              

４ 事 業 概 要  

 

 

 

 

 

（１）目的 

電気料等高騰により厳しい経営状況に置かれている県内中小倉庫事業者に対して、電

気料高騰分の一部を支援することにより、県内物流機能の維持を図るもの。 

 

（２）背景・経緯 

電気料等高騰に対しては、令和４年度から支援を行ってきたが、電気料等は依然高止

まりしており、中小倉庫事業者は厳しい経営状況に置かれていることから、経営の安定

化に向けた支援を行う必要がある。 

 

（３）事業内容 

・事業対象者 

県内の中小事業者で、東北運輸局に「倉庫業者」として登録している者（みなし大

企業を除く。） 

 

・補助対象 

倉庫のうち、荷主からの預け入れ面積・容積の平均に応じて補助を行う。単価は、 

  倉庫の種別毎のエネルギー消費量に電気料金上昇額を乗じた額の１／３とする。 

 

・補助単価                    （R6.12補正） 

イ普通倉庫（１・２類）  １３０円／㎡  （１０５円／㎡） 

ロ冷蔵倉庫（Ｃ級）    ３９５円／㎥  （３２５円／㎥） 

ハ冷凍倉庫（Ｆ級）    ８７０円／㎥  （７１０円／㎥） 
 

・スケジュール   

令和７年１月～   募集開始 

    ２月～３月 交付決定 

 

 


